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１ 指定都市制度に関する課題認識について１ 指定都市制度に関する課題認識について

（１）⼆重⾏政（１）⼆重⾏政
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第２ 現行の大都市等に係る制度の見直し

１ 指定都市制度

（1）指定都市制度の現状

②効率的・効果的な行政体制の整備

この間、指定都市と都道府県との実際の行政運営の中で、いわゆる「二重

行政」の問題が顕在化している。大都市における効率的・効果的な行政体制

の整備のためには、この「二重行政」の解消を図ることが必要である。

もとより「二重行政」は、必ずしも指定都市と都道府県の間に固有の課題で

はないが、指定都市の規模・能力が高く、都道府県庁所在地であることも多

いこと等から、特に指定都市と都道府県の間で深刻化してきたものと考えら

れる。

「二重行政」を解消するためには、指定都市の存する区域においてはで

きる限り同種の事務を処理する主体を一元化するとともに、事務処理に際し

ての指定都市と都道府県との間の調整のあり方を検討することが必要である。

第30次地方制度調査会
「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に
関する答申」（平成25年６月25日）抜粋

※下線は、横浜市にて記載



第30次地方制度調査会14回専門小委員会資料(平成24年6月18日)
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4出典：総務省ホームページ

指定都市都道府県調整会議（地方自治法第252条の21の2）
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「横浜市神奈川県調整会議」（平成28年４月設置）について

【第１回】平成29年３月30日
パスポートの発給申請の受理等の事務移譲に向けて検討

を開始することを合意
（その後の市・県間での協議の結果、県条例の事務処理の

特例により、横浜市への移譲が実現（県条例は平成31年３月
改正、令和元年10月31日施行））

【第２回】令和２年11月16日（川崎市と合同開催）
「コンビナート地域の安全対策」について、高圧ガス保全法

に基づく許認可権限の移譲を前提に、一層の連携・協力を
推進することを合意するとともに、「急傾斜地崩壊対策事業」
の移譲について、協議を進めていくことを確認
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１ 県から市に移譲された主な事務権限

（１）法改正による事務権限の移譲

＜移譲事例＞
○大規模災害時の応急救助の実施（平成31年４月）
○県費負担教職員の給与等の負担・定数の決定、学級編制基準の決定（平成29年４月）
○農地転用の許可（平成28年４月 ※横浜市は平成28年11月から運用開始）
○都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）
に関する都市計画の決定（平成27年６月） など

（２）条例による事務処理の特例を活用した事務権限の移譲
平成12年の地方自治法の改正により創設された仕組みで、法改正することなく、県条例

に基づき、県知事の権限に属する事務の一部を、市が処理することができる。（県市間で
移譲に合意することが前提）

＜移譲事例＞
○一般旅券（パスポート）の発給申請の受理等（令和元年10月）

※令和元年10月31日から、横浜市での発給事務を開始

○幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定（平成27年４月）

※法改正を受け、平成30年４月からはすべての指定都市に移譲

○医療法人の設立認可（平成10年４月） など

神奈川県から横浜市への事務権限の移譲について
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２ 県から市に移譲されていない主な事務権限

（１）子育て支援分野

私立幼稚園の設置認可権限 など

（２）都市計画・土木分野

急傾斜地崩壊危険区域の指定権限
一級河川（指定区間）・二級河川の管理権限
都市計画事業の認可権限 など

（３）福祉・保健・衛生分野

医療計画の策定権限 など

（４）安全・市民生活分野

高圧ガスの製造等の許可等権限
（特定製造事業所又はコンビナート地域に所在する事業所に係る）

液化石油ガス充てん設備の許可等権限 など
※経済産業省事務連絡において、省としての移譲方針が示されている。
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（２）税制上の不⼗分な措置（２）税制上の不⼗分な措置
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○昭和38年から、「大都市財政の現状と財源

の拡充強化についての要望」 （青本）により、

また、昭和48年から「国の施策及び予算に

関する提案」（白本）により、指定都市の

税財政の拡充を国に要望している。



○真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正
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「令和４年度 国の施策及び予算に関する提案」
（通称 白本）抜粋



○大都市税源の拡充強化
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２ 特別⾃治市制度の⾻⼦について２ 特別⾃治市制度の⾻⼦について
(1) 市域内地⽅事務の全てを処理することについて(1) 市域内地⽅事務の全てを処理することについて

ア 県の「総合調整機能」への影響ア 県の「総合調整機能」への影響



新型コロナウイルス感染症対応に関する国・都道府県・
指定都市の役割

指定都市（保健所設置市）
・感染症の発⽣の状況及び動向の把
握・調査
・検疫所⻑との連携
・情報の公表
・医師、その他の医療関係者への協⼒
要請
・検体の採取等
・医師による診断を勧告
・就業制限
・⼊院勧告
・建物等の消毒
・ウイルスが付着した⾐類、寝具等の廃棄
・死体の移動制限等
・建物への⽴ち⼊り制限、封鎖
・周辺の道路や交通機関の制限
・感染者の外出⾃粛の協⼒要請
・宿泊療養・⾃宅療養の療養者の健康観察

調査内容等の報告

都道府県 ・予防計画の策定
・第⼀種、第⼆種感染症指定
医療機関の指定

都
道
府
県
保
健
所

※

保
健
所
設
置
市
以
外指定都市（保健所設置市）

・都道府県内における発⽣の状況、動向及び
原因の情報収集並びに調査
（・当該都道府県の区域に係る総合調整）
・医療関係者に対しての医療等の実施の要請
・対策の実施に関し必要な協⼒の要請
（休業協⼒要請含む）
・特定接種の実施への協⼒

・外出⾃粛要請、興⾏場、催物等の制限等の
要請・命令
・医療提供体制の確保（臨時の医療施設等）
・物資及び資材の供給の要請
※市町村⻑も可
・緊急物資の輸送要請 等

緊
急
事
態
宣
⾔
の
有
無

に
関
係
な
い
措
置

緊
急
事
態
宣
⾔

発
令
中
の
措
置

都道府県

・知事に対する総合調整の要請
・特定接種の実施への協⼒
・予防接種の実施(緊急事態宣⾔発令中の措置)

新型インフルエンザ等対策
特別措置法 感染症法

国 ・基本指針の策定
・特定感染症指定医療機関の指定 等

・緊急事態宣⾔の発出、区域、期間の決定
・⽔際対策、ワクチンの確保 ・特定接種の実施
・国⺠へ注意喚起・窓⼝設置・都道府県への⽀援 等

総合調整、情報提供、指⽰ 要請、報告等

ま
ん
延
防
⽌

重
点
措
置

・営業時間の変更等の要請・命令

新型コロナウイルス
感染症包括支援

交付金

新型コロナウイルス感染
症対応地方創生臨時

交付金（事業者支援分）

新型コロナウイルス
感染症対応地方創生

臨時交付金

新型コロナウイルス
感染症対応地方創生

臨時交付金
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神奈川県内の保健所体制

神奈川県 指定都市 中核市 その他

４ ３ １ ２
平塚保健福祉事務所
鎌倉保健福祉事務所
⼩⽥原保健福祉事務所
厚⽊保健福祉事務所

（県内２７市町村を管轄）

川崎市
相模原市
横浜市

横須賀市 藤沢市
茅ヶ崎市

県内⼈⼝の約８割を保健所設置市で対応
中でも、指定都市の占める割合は65%に上る

神奈川県

23.1％

指定都市

65.3％

中核市

4.2%
その他

7.4%

都道府県における保健所設置市数

６以上の市（区）を設置しているのは
東京・⼤阪・神奈川

０〜２市︓77％
３〜５市︓17％

※保健所数ではなく⾃治体数で算出

【参考】
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15出典：内閣府の救助実施市指定基準検討会議（第１回）を基に作成

災害救助法の⼀部を改正する法律案の概要
災害救助の円滑かつ迅速な実施を図るため、救助実施市が⾃らの事務として被災者の救助を⾏うことを可能にする制度を創設。

１．救助実施市の指定
内閣総理⼤⾂は、申請に基づき、防災体制や財政状況等を勘案し、救助実施市※を指定するものとする。また、指定に際しては、
内閣総理⼤⾂はあらかじめ都道府県知事の意⾒を聴くものとする。
２．都道府県による調整
都道府県知事は、救助に必要となる物資（⾷料や住宅資材等）の供給等が適正かつ円滑に⾏われるよう、救助実施市の⻑及び
物資の⽣産等を業とする者その他の関係者との連絡調整を⾏うものとする。
３．災害救助基⾦
救助実施市は、救助費⽤の財源に充てるため、都道府県と同様に災害救助基⾦を積⽴てておかなければならないこととする。
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イ 警察事務イ 警察事務



警察組織の沿革

17

出典：警視庁「平成16年 警察⽩書」を基に作成

年 月 出来事 詳細

昭和22
（1947）年

12 旧警察法の成立 これまでの国家警察制度を改め、市町村の自治体警察を
基本とした。

昭和23
（1948）年

３ 旧警察法の施行 国家地方警察と市町村自治体警察（市及び人口5,000人以
上の市街的町村に設置）の二本立て。

昭和26
（1951）年

６ 旧警察法改正法成立 人口5,000人以上の市街的町村の自治体警察は、住民投
票により放棄可能に。9月末までに1024自治体警察が返上さ
れ国家地方警察に編入、290自治体警察に。

昭和28
（1953）年

10 地方制度調査会答申 警察の単位は都道府県を基本的単位とし、大都市には例
外として市警察を設けるべきことと示される。

昭和29
（1954）年

６ 新警察法（現行の警
察法）成立

自治体警察と国家地方警察を都道府県警察に統合（ただ
し五大市警察は除く）。

昭和30
（1955）年

６ 五大市警察が都道府
県警察に統合

【公安委員会制度】

都、道、府及び指定県では５人の非常勤の委員によって組
織されており、委員は都道府県知事が都道府県議会の同意
を得て任命する。ただし、道、府及び指定県の場合は、委員
のうち２人の任命は当該県道、府及び県が包括する指定市
の市長がその市議会の同意を得て推薦した者について行う。
【市警察部】
警察法第52条 指定市の区域内における道府県警察本部

の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を
置く。

出典：警視庁「平成16年 警察⽩書」、第２次横浜市⼤都市⾃治研究会第６回参考資料、
北海道⾃治研究（2007年7⽉）「⾃治体警察の創設から廃⽌へ」（佐藤俊⼀）等を
基に作成



出典：警視庁「平成16年 警察⽩書」

旧警察法に定める警察の組織
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出典︓警察⽩書、兵庫県警察ホームページより作成

（参考）道府県警察組織と知事、警察庁との関係

内閣総理⼤⾂

国家公安委員会

警察庁
道府県公安委員会

道府県知事

指揮監督

管理

所轄（予算提出権等）

出典：指定都市市⻑会第２回「多様な
⼤都市制度実現プロジェクト」
資料(R3.3.24)
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部 課 地域・指定都市に近い業務 中間的業務・グレーゾーン 広域対応が必要な業務

総務部 総務課、広報課、会計課、
装備課など 犯罪被害者の⼼のケア 庶務、情報システム、広報、会計、

⾳楽隊、⾞両等装備、財産管理

警務部 警務課、教養課、厚⽣課、
監察官室など

職員の⼈事・給与・福利厚⽣・監
察・表彰・懲戒、教養

刑事部 捜査⼀課、鑑識課、機動
捜査隊など

殺⼈等凶悪犯罪、詐欺等知能犯罪、
窃盗犯罪、暴⼒団関係、鑑識

凶悪犯罪捜査、他都道府県警と
の捜査共助

⽣活安全部
⽣活安全課、⼈⾝安全対
策課、保安課、少年課、
サイバー犯罪捜査課など

防犯啓発・⾒回り活動、地域団体等
との連携、ＤＶ・ストーカー被害防
⽌、消費者被害防⽌、保健衛⽣犯罪、
経済事犯、環境事犯

児童買春、⻘少年事件への対応 サイバー犯罪の取締り

地域部 地域企画課、通信司令課、
機動パトロール隊など

交番・駐在所等の管理、地域警察の
指導

110番受理・司令等警察通信指令、
⾃動⾞警ら 鉄道警察、⽔上警察

交通部 規制課、指導課、運転免
許課、交通機動隊など

交通安全教室、道路新設改良の協議、
信号機・標識等設置、制限外積載等
の許可

交通違反取締り、交通鑑識、運転
免許

交通事故事件の捜査、暴⾛族対
策

警備部 公安課、警備課、災害対
策課、機動隊 事故時の救出・救護活動 要⼈警護、治安維持、テロ等犯

罪捜査、⼤規模緊急災害対応

市警察部 指定都市その他関係機関との連絡調
整

⽅⾯本部 警察本部と警察署または警察署
間の連絡調整

サイバーセ
キュリティ
本部

サイバーセキュリティ対策⼈材
育成、取締りのための⽀援・調
査研究

警察学校 新任者等に対する教養訓練

（参考）道府県警察本部の組織と業務の分類

※組織・業務は兵庫県警ＨＰや各都道府県警察ＨＰより作成 20

出典：指定都市市⻑会第２回「多様な
⼤都市制度実現プロジェクト」
資料(R3.3.24)
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ウ 県有施設ウ 県有施設
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横浜市内の主な県民利用施設
公文書館 スポーツ会館

県立音楽堂 武道館

県民ホール神奈川芸術劇場 県立図書館

県民ホール本館 金沢文庫

神奈川近代文学館 歴史博物館

かながわアートホール 三ッ池公園

かながわ県民センター 保土ケ谷公園

地球市民かながわプラザ 四季の森公園

青少年センター 境川遊水地公園

かながわ労働プラザ

出典：神奈川県ホームページ「県公共施設の⾒える化〜維持修繕コストの現状と将来推計〜」（平成25年８⽉）を基に作成（条例に基づく施設）
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地方自治法

（公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用）

第二百四十四条の三 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通
地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。

２ 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方
公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。

３ 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければなら
ない。
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その他の横浜市内県有施設

施設区分 施設数 例

庁舎系施設 16 県庁、県税事務所等

試験研究施設 １ 産業技術センター計量検定所

社会福祉施設等 ４ ライトセンター、精神保健福祉センター等

県営住宅 52 浦島ヶ丘団地など団地、ハイツ等

学校 58 県立高等学校、専門学校等

警察署等 264 警察署、交番等

その他施設 ４ 倉庫等

出典：神奈川県ホームページ「県公共施設の⾒える化〜維持修繕コストの現状と将来推計〜」（平成25年８⽉）を基に作成
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(2) 市域内地⽅税の全てを賦課徴収することについて(2) 市域内地⽅税の全てを賦課徴収することについて

ア 県の「財源の再配分機能」への影響ア 県の「財源の再配分機能」への影響

イ 県との間での財政調整イ 県との間での財政調整
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出典：総務省「平成30年度 地方公共団体の主要財政力指数一覧」を基に作成

○ 全国市町村財政力指数の都道府県別平均
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出典：総務省「平成30年度 地方公共団体の主要財政力指数一覧」を基に作成

○ 神奈川県内市町村財政力指数
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(３) その他(３) その他

ア 広域連携ア 広域連携
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出典：総務省ホームページ「共同処理制度の概要」
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イ 住⺠⾃治イ 住⺠⾃治



平成28年2月25日
条例第２号

(趣旨)
第1条 この条例は、区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例(昭和

34年3月横浜市条例第1号)第3条に規定する区 の事務所(以下「区役所」という。)の役割を明らか

にするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20第2項の規定に基づく区役所の

事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(区役所の役割)
第2条 区役所は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 住民に身近な行政サービスを提供すること。

(2) 区の地域における協働を総合的に支援すること。

(3) 区の地域における課題及び要望を把握し、並びに市政に関する情報を提供すること。

(4) 区の地域の特性に応じた行政運営を推進すること。

(5) 区の区域内において横浜市が行う事務事業について必要な総合調整を行い、区における総

合行政の推進を図ること。

１ 横浜市区役所事務分掌条例
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(区役所の事務分掌)
第3条 区役所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 区の行政運営に係る企画及び総合調整に関する事項

(2) 区における地域の振興に関する事項

(3) 区における戸籍及び住民基本台帳に関する事項

(4) 区における社会福祉、保健及び衛生に関する事項

(5) 区における住民の安全に資するまちづくりに関する事項

(6) その他区における住民に身近な行政サービスに関する事項

2 区役所の組織の事務分掌については、規則で定める。

(区長の意見陳述等)

第4条 区長は、当該区の地域における課題を解決し、又は要望に対応するため必要があると認

めるときは、関係する局長(横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げ

る統括本部及び局、消防局、水道局、交通局並びに医療局病院経営本部の長並びに教育長をい

う。)と協議を行うものとする。

2 市長は、前項の協議に関し、必要と認めるものについて、区長が当該予算、制度等に関する意

見を述べる機会を設けるものとする。

(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。
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２ 地域課題解決のための区関係予算の仕組み

○区づくり推進横浜市会議員会議

横浜市議会基本条例に設置規定さ
れた議長召集の会議
区と各区選出議員が個性ある区づ

くり推進費及び必要に応じ区の主要
事業について協議する場

○６月頃
・当該年度執行計画

○９月頃
・前年度執行実績
・当該年度執行状況
・次年度予算編成の考え方

○２月頃
・次年度予算案の概要
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○横浜市議会基本条例（平成26年3月5日条例第16号）抜粋

(区行政との関わり)
第22条 議会は、区ごとに、当該区において選出された議員により構成される区づくり推進横浜市会議
会議を設置する。
2 区づくり推進横浜市会議員会議は、個性ある区づくりの推進に係る予算の編成及び執行並びに当
該区の主要事業について協議するものとする。
3 常任委員会及び特別委員会は、議案等の審査又はその部門に属する事務に関する調査において
必要があると認めるときは、関係する区長の出席を求めることができるものとする。
4 議会は、必要があると認めるときは、区行政について具体的かつ個別的に検討する場を設置するも
のとする。

○区づくり推進横浜市会議員会議運営要領 （制定 平成６年５月２５日 最近改正 平成２５年８月９
日）抜粋

５ 説 明 員
区長及び区局関係職員とする。

６ 開催内容及び開催時期
開催内容及び開催時期は、次のとおりとする。

（１）個性ある区づくり推進費の翌年度予算案に関して、予算特別委員会の審査日程を考慮して開催
する。

（２）個性ある区づくり推進費の当該年度執行計画等に関して、６月頃開催する。
（３）個性ある区づくり推進費の前年度実績と当該年度の執行状況及び翌年度予算編成の考え方に
関して、決算特別委員会の審査日程を考慮して開催する。

（４）局が行う事業及び区配事業を含む区の主要事業に関しては、上記開催時に必要に応じて適宜
協議する
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ウ 住⺠投票等の移⾏⼿続ウ 住⺠投票等の移⾏⼿続



指定都市市⻑会「第4回 多様な⼤都市制度実現プロジェクト」(R3.7.5)資料抜粋
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⼿法案 参考法令 発意の
主体

意思決定の
⽅法①(議会)

意思決定の⽅法②
（住⺠投票） 課題

案
①

関係団体から
の申請に基づ
き、内閣が国
会の承認を経
て定める

･地⽅⾃治法第
6条の2
(H16年施⾏)

道府県と
指定都市
の共同申
請

市議会･道府
県議会の議決
国会の承認

市⺠⽬線では市の区
域は変わらず、新た
な住⺠負担も発⽣し
ない。また住⺠代表
である市議会及び道
府県議会の同意を経
ることを踏まえる必
要がある。
⼀⽅で、⾃治体のあ
り⽅は当該⾃治体市
⺠への社会経済的な
影響が⼤きい事項で
あり、市⺠が直接意
思表⽰できる仕組み
を制度として組み込
むことも検討すべき
ではないか。

･地⽅⾃治法第6条の
2は都道府県合併に
関する規定であり、
特別⾃治市移⾏への
適⽤の可否

案
②

⼤都市地域に
おける特別区
の設置に関す
る法律を参考
に別に移⾏⼿
続法を定める

･⼤都市地域に
おける特別区の
設置に関する法
律
(H25年法施⾏)

道府県と
指定都市
の共同申
請

市議会･道府
県議会の議決

･地⽅⾃治法第6条と
の整理


